
札幌市新琴似スポーツ広場に関する特記仕様書 

 

 

新琴似スポーツ広場（以下、「当施設」）の管理においては、その立地や地盤等の特性に

伴い、下記１に記載する各事項について実施すること。また、パークゴルフ場の管理運営に

あたって、下記２に記載する各事項について実施すること。 

 

１　当施設の立地や地盤等の特性に伴う業務 

（１）滞留水のポンプアップ 

　当施設北東側（詳細は別添図面のとおり）に設置されているU字側溝及び貯水桝に滞留する

水については、上段に敷設されている排水路へポンプアップして流す必要がある。ついて

は、桝内の水位を定期的に確認のうえ、適宜ポンプアップを行うことで、滞留水が当施設の

敷地外へ漏出しないようにすること。 

　なお、ポンプアップに必要なポンプ及び発電機については札幌市にて備品として用意する

ものとする。 

 

（２）浄化槽使用に係る手続き等 

　浄化槽の使用にあたっては、札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課への報告が必要である

ことから、浄化槽の使用を開始した際は速やかに、浄化槽使用開始報告書を提出すること。

また、札幌市新琴似スポーツ広場管理運営業務等仕様書２（２）ウ（エ）に定めるとおり、

浄化槽法に基づく法定点検を確実に行うこと。 

　詳細については、札幌市ホームページ（

https://www.city.sapporo.jp/seiso/haisui/jokaso.html）を参照し、不明点等は所管部局

へ確認を行うこと。 

 

２　パークゴルフ場の管理運営に係る業務 

（１）OB杭の設置 

　別途定める当施設の供用開始日までに、利用者のプレーに資するよう、パークゴルフ場に

OB杭を設置すること。 

 

（２）スコアカード及び筆記具の用意 

　パークゴルフ場利用者がプレーするにあたり交付するスコアカード及び筆記具について、

指定管理者にて用意を行うこと。 

　 

 

３　その他 

　　この特記仕様書に定めのない事項については、札幌市スポーツ局スポーツ部施設課と協議

のこと。 
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